
品館市 と株式会社ベ リサープ との連携協定書

誦館市 (以下「甲」という。)と 株式会社ベリサーブ (以下「乙」という。)は ,次
のとおり協定を締結する。

(目 的 )

第 1条  本協定は ,乙 が轟館市 内に拠点 を構築 し,甲 が その進出 を支援す ることで ,

地域 における雇用の場 の創 出に排め るとともに ,甲 および乙が相互 に連携 し,協
働 して活動を推進することにより,地域の活性化に資することを目的とする。

(連 携・協力事項 )

第 2条  甲および乙は ,上記 の 目的 を達成す るため ,次の事項 について連携 し,互 い

に協 力す るもの とす る。

(1)乙 は,轟館市内に事業拠点 を構築 し,直 接雇用 を積極的 に推進す る。

(2)乙 は,人材育成 ,確保の ための職 業訓練 ,研修 を行 う。

(3)乙 は,前条の 目的 を逹成す るため ,地域企業 ,教育機関 ,研究機関等関係機 関

との連携 ,協 力に努 め る。   .
(4)甲 は ,乙 が前二号 にお げる事工頁を円滑 に実施 で きるよ うに ,積極的 に支援 し,

および乙が地域企業
'手

教育機 関t麻 究機 関等関係機 関 と連携で きるよ うに協 力す

る。              、 
と

(5)前 各号に掲 げるもののほか ,前条の 目的 を逹成す るために蜂要 な事項 につい

て甲乙協議 の上 ,協力 して取 り組 む。

(私磨の保持 )

第 3条  甲および乙は ,本協定 に基づ く連携および協 力 を行 う上 で ,互 いに女口り得 た

情報 を善 Rな る管理者 と して注意義務 をもって慎童 に保 管お よび管理 し,本協定

の有効期間お よび期 間終 了後 において も,第 二若 に開示 し,漏 えい しない もの とす

る。

(個 人情報 の取 り扱い )

第 4条  甲および乙は ,個 人情報 の取 り扱いについては,法今等 を逹守 し,適工 に

管理 しなければな らない。

(本協定書の有効期間)

第 5条 本協定の有効期間は,協定の締結の日から今和 6年 3月 31日 までとする。
ただ し,有効期間満了の日の 1か 月前までに,甲 乙いずれからも申出がない場合
は,さ らに 1年間廷長するものとし,以後 も同様 とする。

2 前項に規定する協定の有効期間中であっても,甲 乙協議の うえ本協定の内各々を

変更することができる。

(疑義の決定)

第6条 本協定に定めがない事項または本協定の条項の運用に当たり疑義が生 じた
ときは,甲 乙協議のうえ決定するものとする。

本協定の締結を証するため,本書 2通 を作成 し,甲 乙署名のうえ,各 自その 1通 を

保有する。
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